
薩摩川内市定住促進に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

 

令和  ８  年  ３  月２３日  

 

薩摩川内市長   田  中  良  二  

 

薩摩川内市条例第１８号  

薩摩川内市定住促進に関する条例の一部を改正する条例  

 

薩摩川内市定住促進に関する条例（平成１７年薩摩川内市条例第１４号）の一

部を次のように改正する。  

第３条中「令和５年４月１日から令和８年３月３１日まで」を「令和８年４月

１日から令和１１年３月３１日まで」に改める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例の規定による改正前の薩摩川内市定住促進に関する条例第３条に定

める期間に転入をした者に係る定住住宅取得補助金、定住住宅リフォーム補助

金、新幹線通勤定期購入補助金及び新幹線通学定期購入補助金の取扱いについ

ては、なお従前の例による。  

 


